
総　論
アジア太平洋地域の戦略環境が変化する中、
同地域におけるパートナーとしてふさわしい関
係をロシアと構築することは、日本の国益及び
地域の平和と繁栄に資する。このような認識の
下、2016年には、12月にプーチン大統領が大
統領として11年ぶりに公式訪日した際の首脳
会談を含め4回の首脳会談と3回の外相会談が
行われ、経済分野における8項目から成る「ロ
シアの生活環境大国、経済・産業の革新のため
の協力プラン」1の具体化や、安全保障、文化・
人的交流等、幅広い分野での日露協力が進展し
た。
日露間最大の懸案である北方領土問題につい
ては、「新しいアプローチ」に基づく交渉が進
められ、12月の首脳会談では、平和条約問題
を解決するとの両首脳の真摯な決意を表明する
とともに、北方四島において特別な制度の下で
共同経済活動を行うための協議の開始に合意
し、元島民の方々による墓参などのための手続
を改善することで一致した。
引き続き、首脳レベルを含む様々なレベルで
の政治対話を積み重ねつつ、幅広い分野での日
露協力を進める中で、領土問題を解決し平和条
約を締結すべく、ロシアとの交渉に精力的に取
り組む方針である。
中央アジア・コーカサス諸国は、アジア、欧

1	 ①健康寿命の伸長、②快適・清潔で住みやすく、活動しやすい都市作り、③中小企業交流・協力の抜本的拡大、④エネルギー、⑤ロシアの産業多
様化・生産性向上、⑥極東の産業振興・輸出基地化、⑦先端技術協力及び⑧人的交流の抜本的拡大

州、ロシア及び中東を結ぶ地政学的な要衝に位
置し、石油、天然ガス、ウランを始めとする鉱
物などの天然資源が豊富である。また、これら
諸国は、同国を含む地域全体の安定、テロとの
闘い、麻薬対策といった国際社会が直面する課
題に取り組んでいく上でも重要性が高い。
2016年、中央アジア・コーカサス諸国はソ連
からの独立25周年を迎えた。
日本は、引き続き要人往来等を通じてこれら

諸国との二国間関係の強化を図るとともに、
「中央アジア＋日本」対話の枠組み等を活用し
た地域協力促進のための取組を続けている。

各　論

	1	 ロシア
（1）ロシア情勢
ア	ロシア内政
2014年3月のクリミア「併合」後、プーチ

ン大統領は国民世論の圧倒的な支持を獲得し、
ロシア経済が引き続き苦境にあった2016年も
1年を通じて高い支持率を維持した。9月の国
家院（下院）選挙では、政権与党である「統一
ロシア」が憲法改正に必要な3分の2（300議
席）を大幅に上回る343議席（450議席中）
を獲得する結果となった。
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イ	ロシア経済
2014年後半以降、国際的な原油価格の下落
や欧米諸国による経済制裁のため、ロシア経済
はルーブル・株価の下落等大きな影響を受けた
が、2016年、油価の上昇に伴いルーブル安に
歯止めがかかり、インフレも落ち着いてきたこ
とから、ロシア経済には下げ止まり感が見られ
た。2015年の成長率はマイナス2.8％であっ
たのに対し、2016年はマイナス0.2％にとど
まった。ただし、生産の改善は低調であり、消
費や投資等に安定的回復の兆候は見られていな
い。

ウ	ロシア外交
ロシアと欧米諸国は、ウクライナ情勢をめぐ
る制裁やシリア情勢への対応、ミサイル防衛分
野などで対立してきた。2017年1月、米国で
トランプ大統領が就任し、また、欧州において
は、2017年にフランス、ドイツ等で選挙が予
定されており、露米関係及び露欧関係の展望が
注目される。
一方、中国とは、中国経済の減速によるロシ
ア・中国間の経済案件の停滞も見られるが、引
き続き緊密な関係を維持している。2012年以
来毎年実施されている共同海上演習を、2016
年には初めて南シナ海で実施した。2015年に
成立した最新兵器の対中輸出契約も、実際の供
与が始まるなど協力が深化している。国際場裏
では、国連での協調、BRICS（ブラジル、ロ
シア、インド、中国及び南アフリカ共和国）や
上海協力機構といったロシアが重視する多国間
枠組みでの連携が見られる。
また、ロシアは外交上最優先地域である独立
国家共同体（CIS）諸国の経済統合を推進して
いるほか、2015年1月に創設したユーラシア
経済同盟（ロシア、ベラルーシ、カザフスタ
ン、アルメニア及びキルギス）については、中
国が中央アジアで進めるシルクロード経済ベル
ト構想と接合させるべく調整を行っている。

2	 かつて、ソビエト連邦（ソ連）が領土問題の存在自体を否定し続けるという状況の下で、1972年10月に大平正芳外務大臣から国際司法裁判所へ
の北方領土問題の付託を提案したが、ソ連のグロムイコ外相がこれを拒絶した。現在は、ロシア側は日本との間で二国間の交渉を通じて平和条約を
締結する必要性を認めており、日本として交渉を通じた問題解決に取り組んでいる。

中東では、2015年9月にアサド政権の要請
を受けてシリアでの空爆を開始して以降、ロシ
アはシリア情勢において存在感を強めている。

（2）日露関係
ア	アジア太平洋地域における日露関係
近年、ロシアは、極東・東シベリア地域の開

発を重視し、世界経済の成長センターであるア
ジア太平洋地域諸国との関係強化を積極的に推
進している。日露両国がアジア太平洋地域の
パートナーとしての関係を発展させていくこと
は日本の国益のみならず、地域の平和と繁栄に
も資するものである。日本とロシアは、政治、
安全保障、経済、文化・人的交流など様々な分
野における協力関係の進展に努めている。その
一方で、日露関係の飛躍的発展への制約となっ
ているのが北方領土問題である。政府として
は、首脳及び外相間の緊密な信頼関係構築を重
視しつつ、北方領土問題を解決して平和条約を
締結すべく精力的に交渉に取り組んでいる。

イ	北方領土と平和条約締結交渉
北方領土問題は日露間の最大の懸案であり、

北方四島は日本に帰属するというのが日本の立
場である。政府は、1956年の日ソ共同宣言、
1993年の東京宣言、2001年のイルクーツク
声明などこれまでの諸合意及び諸文書並びに法
と正義の原則に基づき、北方四島の帰属の問題
を解決して平和条約を締結するとの一貫した方
針の下、ロシア政府との間で精力的な交渉を
行っている 2。
2016年には、4回の首脳会談及び3回の外

相会談を始め政治対話が活発に行われた。4月
の日露外相会談において、双方の歴史的解釈や
法的立場に違いはあるものの、双方に受入れ可
能な解決策を作成していくことを確認し、5月
のソチでの日露首脳会談では、これまでの交渉
の停滞を打破して突破口を開くため、今までの
発想に捉われない「新しいアプローチ」で交渉
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を精力的に進めていくとの認識を両首脳で共有
した。これに基づき、6月及び8月には外務当
局間での平和条約締結交渉が行われた。9月の
ウラジオストクでの首脳会談では、両首脳だけ
で、真剣な中にも打ち解けた雰囲気の中、「新
しいアプローチ」に基づく交渉を具体的に進め
ていくための議論が行われた。その後、9月の
国連総会の際の日露外相会談、11月のペルー
APEC首脳会議の際の日露首脳会談、12月の
岸田外務大臣の訪露を経て、12月のプーチン
大統領訪日の準備が進められた。一方、択捉島
及び国後島への地対艦ミサイルの配備の発表
（11月）を始めとする軍事関係の施設整備や無
名の岩礁等への名称付与といった動きは、北方
領土問題に関する日本の立場と相いれないもの
であり、抗議を行った。
12月のプーチン大統領訪日時の山口におけ
る首脳会談では、両首脳だけで1時間35分に
わたり、平和条約問題について率直かつ非常に
突っ込んだ議論が行われた結果、この問題を解
決するとの両首脳自身の真摯な決意が示され
た。その上で、北方四島において特別な制度の
下で共同経済活動を行うための協議の開始に合
意するとともに、元島民の方々による墓参など
のための手続を改善することで一致した。平均
年齢が既に80歳を超えた元島民の方々の切実
な思いを踏まえ、これらの成果を具体化しつ
つ、問題の解決に向け一歩一歩着実に前進して
いく考えである。
日本は、北方領土問題解決のための環境整備
に資する事業にも積極的に取り組んでおり、四

島交流、自由訪問及び墓参を実施している。ま
た、北方四島を含む日露両国の隣接地域におい
て、防災や生態系保全などの分野での協力を進
めている。
また、北方四島周辺水域における日本漁船の

安全な操業の確保や、禁止された流し網漁に代
わる漁法でのさけ・ます類の漁獲の継続のた
め、ロシア側に対する働きかけ及び調整を行っ
ている。

ウ	日露経済関係
主要な輸出品目である石油・天然ガス価格の

低下やロシア経済の停滞等を受け、2016年の
日露貿易額は約163億米ドルと、過去最高の
2013年（約348億米ドル）から3年連続で減
少した（前年比マイナス21.6％（日本側統
計））。その一方で、下半期（7～12月）には、
近年減少傾向にあった自動車輸出が増加に転じ
るなど状況に変化も生じている。日本の対露直
接投資残高は2,026億円（2014年）から2,168
億円（2015年）へと増加した。5月のソチ（ロ
シア）における日露首脳会談で、安倍総理大臣
から提示した、8項目から成る「ロシアの生活
環境大国、経済・産業の革新のための協力プラ
ン」は、プーチン大統領から高く評価され、両
首脳は同プランの具体化で一致した。その後、
両国からこれに関連する個別プロジェクト等に
関する提案が行われ、9月の第2回東方経済
フォーラム（於：ウラジオストク）の際の日露
首脳会談では「協力プラン」の具体化の進捗状
況が確認されるとともに、安倍総理大臣から毎
年の同フォーラムでの進捗確認を提案し、プー
チン大統領から歓迎された。
11月、プーチン大統領訪日時の成果作りを

念頭に、両国は「『協力プラン』の具体化に関
する日露ハイレベル作業部会」を設立し、優先
的なプロジェクトを特定するとともに、同月、
貿易経済に関する日露政府間委員会第12回会
合を開催し、当局間文書の調整を加速すること
でも一致した。ペルーAPEC首脳会議の際の日
露首脳会談では、両国が「協力プラン」の作業
計画で合意したことを歓迎した。その後、両国

日露首脳会談（12月15日、山口県長門市　写真提供：内閣広報室）
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間で更に調整を行った結果、12月のプーチン
大統領訪日時には、医療、都市環境、エネル
ギー、産業多様化、人的交流、知財等の幅広い
分野で、12件の政府・当局間文書、68件の民
間企業等が行うプロジェクトに関する文書が署
名されたほか、租税条約改正交渉の正式交渉入
りにつき一致し、日露による査証緩和措置を公
表した。両首脳は、8項目の「協力プラン」の
更なる具体化を含め日露経済関係を発展させて
いくことでも一致した。日本としては、今後も
引き続き日露関係全体を発展させていく中で、
経済についても、互恵的な協力を幅広い分野で
着実に推進していく考えである。また、ロシア
国内6都市にある日本センターが両国企業間の
ビジネス・マッチングや地域間経済交流を支援
しているほか、日露経済交流分野で活躍する人
材の発掘・育成のため、経営関連講座や日本語
講座、訪日研修などを実施しており、これまで
に約7万8,000人のロシア人が受講し、そのう
ち約4,900人が訪日研修に参加している。

エ	様々な分野における日露間の協力
2016年も幅広い分野で外交当局間の協議を
行い、日露戦略対話を始め、テロ、軍縮・不拡
散、領事、サイバーなどで意見を交わした。ま
た、日露の専門家により、アフガニスタンや中
央アジアの麻薬対策官対象の実践的訓練を実施
した。

安全保障分野では、11月に谷内正太郎国家
安全保障局長とパトルシェフ安全保障会議書記
が会談した。また、防衛交流については、実務
レベルの各種協議や日露捜索・救難共同訓練を
継続的に実施することで相互理解を促進し、偶
発事故の防止に努めた。さらに、ロシア国境警
備局の警備艇が訪日し、海上保安庁との合同訓
練が行われた。
人的・文化交流の分野では、日露青年交流事

業の枠組みで「日露青年フォーラム」を始めと
する様々なテーマの青年交流や、ロシア各地で
の日本文化紹介事業が活発に実施された。ま
た、12月のプーチン大統領訪日の際に、日露
間における人的交流の拡大策の1つとして、
「ロシアにおける日本年」及び「日本における
ロシア年」の2018年開催、青年交流の大幅な
拡大等について一致した。

日露青年フォーラム2016（12月2日、広島県　写真提供：日露青年交
流センター）

1．訪日の概要

12月15日から16日まで、プーチン大統領が11年ぶりに訪日し、安倍総理大臣の地元である山口
県及び東京を訪問しました。15日には、山口県長門市の風光明

めい
媚
び
な自然が広がる山あいの温泉宿に

宿泊し、落ち着いた静かな雰囲気の中で、平和条約締結問題を含む、日露関係の幅広い分野について
じっくりと会談しました。16日は東京に移動し、総理官邸においてビジネス関係者も交えた首脳会
談を行うとともに、共同記者会見を行いました。その後、経団連会館における日露ビジネス対話に出
席した後、講道館を訪問しました。

プーチン大統領の訪日特 集
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2．ハイライト
（1）両首脳2人だけの会談（テタテ会談）
今回の訪日で両首脳は山口で5時間、東京で1時間、
合計6時間にわたって首脳会談を行いました。特に、通
訳のみを交えた両首脳二人だけの会談は、これまでで最
も長い1時間35分にわたり行われ、両首脳は平和条約
の問題について膝を突き合わせて議論しました。その結
果、両首脳は、北方四島において特別な制度の下で共同
経済活動を行うための協議の開始に合意するとともに、
元島民の方々による墓参などのための手続を改善するこ
とで一致しました。また、会談では、安倍総理大臣から
プーチン大統領に対して、元島民の方々が書いたロシア
語の手紙が直接手渡されました。

（2）共同記者会見
16日、首相官邸で行われた共同記者会見において、安
倍総理大臣は「戦後71年を経てもなお、日本とロシア
の間には平和条約がない。この異常な状態に私たちの世
代で、私たちの手で終止符を打たなければならない。」
と述べ、また、プーチン大統領は「もし誰かが、我々が
関心を有しているのは経済関係の構築だけであり、平和
条約を後回しにすると考えるのであれば、それは違う。
自分の考えでは、最も重要なのは平和条約の締結であ
る。」と述べました。このように、両首脳は、記者会見の
中でも、平和条約問題を解決に向けた自らの決意を示し
ました。

（3）夕食会
山口県滞在中の15日の夜、約2時間にわたり夕食会
が開催されました。夕食会では、地元山口県の山海の食
材をふんだんに使用した料理や、地酒が振る舞われ、
ノーネクタイで和やかな雰囲気の中、会談が行われまし
た。また、日露関係の原点である1855年の日魯通好条
約の調印に係る日露友好の歴史的な場面を描いた日本画
「プチャーチン来航図」の複製画が安倍総理大臣からプー
チン大統領へ贈呈されました。

（4）講道館
16日、訪日時の最後の行事として、両首脳は講道館
を訪問しました。プーチン大統領は講道館六段、国際柔
道連盟八段の段位を持つ柔道家として知られ、尊敬する
人物として講道館の創始者である嘉納治五郎氏を挙げて
います。講道館では、ロサンゼルス五輪柔道無差別級の
金メダリストである山下泰裕氏から説明を受けながら、
古式柔道の演武を鑑賞しました。

握手を交わす両首脳（12月15日、山口県長門市　写真提
供：内閣広報室）

日露共同記者会見（12月16日、東京　写真提供：内閣広
報室）

講道館を訪問する両首脳（12月16日、東京　写真提供：
内閣広報室）
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	2	 中央アジア諸国とコーカサス諸国
（1）中央アジア諸国
日本は、地政学的に重要な中央アジアの「開
かれ、安定し、自立的な発展」を支え、同地域
の平和と安定に寄与することを目的とした開発
支援外交を推進しており、①二国間関係の抜本
的強化、②「中央アジア＋日本」対話を通じた
地域協力の促進・地域共通の課題への貢献及び
③グローバルな舞台での協力を中央アジア外交
の三本柱としている。
中央アジア諸国との間では、2015年の安倍
総理大臣の中央アジア5か国訪問のフォロー
アップとして、2016年も引き続き要人往来等
の活発な交流が行われた。日本からは、4月に
山田美樹外務大臣政務官がキルギス及びウズベ
キスタンを訪問した。また、8月には中央アジ
ア文化交流ミッション 3のウズベキスタン派遣
及び国際交流基金主催「ウズベキスタン和太鼓
公演」4が行われ、安倍総理大臣夫人が同公演団
の特別顧問として同国を訪問した。さらに、8
月から9月にかけて、滝沢求外務大臣政務官が
カザフスタン及びトルクメニスタンを訪問する
とともに、9月2日にカリモフ・ウズベキスタ
ン大統領が逝去されたことを受け、同国を訪問
し告別式に参列した。中央アジア諸国からは、
11月にナザルバエフ・カザフスタン大統領が
訪日し、安倍総理大臣との首脳会談、旧ソ連諸
国からは初となる国会演説等を行い、二国間関
係及び国際場裏での協力関係の強化が確認され
た。このほか、1月にスルタノフ・ウズベキス
タン日本人抑留者資料館館長、4月にイシムバ
エヴァ・カザフスタン下院副議長、ヌルベル
ディエヴァ・トルクメニスタン国会議長、5月
にアブドゥハキモフ・ウズベキスタン労働相、
ガニエフ同対外経済関係・投資・貿易相が訪日
した。

3	 国際交流基金は、2015年10月の安倍総理大臣による中央アジア諸国歴訪を受け、中央アジアを「重点地域」の1つと位置付け、この地域におけ
る幅広い分野の文化交流事業を集中的に企画・実施している。この一環として、嶌信彦・日本ウズベキスタン協会会長を団長とし、様々な分野の専
門家・有識者で構成される文化交流使節団「国際交流基金中央アジア文化交流ミッション」を中央アジア5か国に派遣し、中央アジアの文化・社会
事業を視察するとともに、有識者等との意見・情報交換を行い、今後日本・中央アジア関係を更に深め発展させていくにはどのような交流事業を進
めていくべきかを考察する予定である。その最初の国として、8月2日から5日まで、同ミッションがウズベキスタンを訪問した。

4	 国際交流基金の主催で和太鼓パフォーマンス・グループDRUM TAOが中央アジア初公演をタシケントのナボイ劇場で実施した。ナボイ劇場は、
かつてソ連時代に日本人抑留者がその建設に携わり、1947年に竣

しゅん
工
こう

したオペラハウスである。

また、1月に、在タジキスタン及び在トルク
メニスタンの大使館に常駐の特命全権大使が派
遣された。
ウズベキスタンでは、カリモフ初代大統領の

逝去を受け、12月に大統領選挙が実施され、
ミルジヨーエフ前首相が新大統領に就任した。
「中央アジア＋日本」対話の枠組みにおいて
は、3月に東京で第11回高級実務者会合を実
施し、前回（2014年7月）外相会合のフォ
ローアップを行うとともに、次回外相会談に向

握手を交わす安倍総理大臣とナザルバエフ・カザフスタン大統領（11月
7日、東京　写真提供：内閣広報室）

「中央アジア＋日本」対話イメージキャラクター（東京対話に際する文化
イベント用に漫画家・森薫氏がデザインしたもの）
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け、運輸・物流等の分野での実践的協力の推進
を始めとした様々な議題について意見交換を
行った。また、9月には、「知られざる中央ア
ジア：その魅力と日本との絆」をテーマとした
第9回東京対話（知的対話）を実施し、日本に
おける中央アジアの認知度を上げるため、従来
の公開シンポジウムに加え、映画祭、音楽祭、
大使館オープンイベントを開催し、延べ1,200
人近くが参加した。

（2）コーカサス諸国
コーカサス諸国との関係も、ハイレベルの相
互訪問等を通じて更に強化された。
欧州との統合を目指し、日本とも自由・民主
主義の価値を共有するジョージアからは、2月
にウスパシヴィリ国会議長、5月にサニキゼ教
育科学相、7月にハドゥリ財務相、11月にエ
ロシヴィリ・エネルギー相が訪日した。また、
ジョージアでは10月に議会選挙が行われ、与
党「ジョージアの夢・民主ジョージア」が4分
の3以上の議席を獲得した。
豊富な天然資源を背景にコーカサス地域の経
済を牽

けん
引
いん
するアゼルバイジャンとの間では、5

月に田中自由民主党国際局長一行、8月に滝沢
外務大臣政務官が同国を訪問し、同国からは、
2月に新アゼルバイジャン党代表団、3月にハ
サノフ大統領補佐官が、10月にラヒモフ青年
スポーツ相が訪日した。また、4月には、シャ
リホフ副首相に対し、両国の関係強化と相互理
解の促進への功績を称え旭日大綬章が授与され
た。
IT分野を始めとする人材に恵まれたアルメ
ニアとの関係では、8月に衛藤征士郎・日・ア
ルメニア友好議員連盟会長一行が同国を初めて
訪問し、サルグシャン大統領を始めとするアル
メニア側関係者との会談が行われた。

5	 2008年8月、ジョージアからの分離独立を目指す南オセチアとジョージアの武力衝突にロシア軍が介入し、ジョージア・ロシア両国の武力紛争
に発展したが、紛争発生後約1週間でEU議長国であるフランス等の介入により停戦が実現した。その際の合意に基づき、関係者間で安全保障及び
人道問題に関する協議を行う国際会議がジュネーブで行われている。

6	 ナゴルノ・カラバフをめぐるアルメニアとアゼルバイジャン間の紛争。アゼルバイジャン内に所在する同地域の住民の大半はアルメニア人であり、
ソ連末期にアゼルバイジャンからアルメニアへの帰属変更要求が高まったため、1991年のソ連解体に伴って、アルメニアとアゼルバイジャン間の
紛争へと発展した。アルメニアは、1993年までにナゴルノ・カラバフのほぼ全域及びその周辺7地域を占拠した。1994年、ロシア及びOSCEの
仲介により停戦合意したが、現在まで死傷者を伴う衝突が繰り返されている。2016年4月、1994年の停戦以降最大規模の軍事衝突が発生し、数
日後に双方が停戦に合意した。OSCEミンスク・グループによる仲介で、1999年以降、アルメニア・アゼルバイジャン両国首脳・外相など様々な
レベルで直接対話が継続して行われているものの、解決のめどは立っていない（2017年2月現在）。

一方、コーカサス地域では、ジョージアにお
ける南オセチア・アブハジア紛争 5やアルメニ
アとアゼルバイジャンとの間のナゴルノ・カラ
バフ紛争6といった領土をめぐる紛争が存在し、
依然として関係国間に緊張が生じている。解決
に向けた取組は引き続き行われたが、具体的な
進展は見られていない（2017年2月現在）。
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